
   

問 

　

新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
聞
く
。

⑴　

今
の
段
階
で
想
定
す
る
具

体
的
な
費
用
の
内
訳
は
。

⑵　

合
併
推
進
債
が
5
年
間
延

び
る
と
い
う
こ
と
を
市
側
が
把

握
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
。

⑶　

合
併
推
進
債
が
5
年
延
長

と
な
り
、
他
の
場
所（
市
街
化

調
整
区
域
）に
移
転
す
る
こ
と

は
可
能
か
。

⑷　

再
度
立
ち
返
っ
て
議
論
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
な
い
か
。

   

答 

市
長

⑴　

前
提
と
し
て
不
確
定
要
素

を
含
ん
で
お
り
、
他
市
の
実
績

等
を
参
考
に
算
出
し
た
数
値
で

あ
る
。

　

総
額
は
、
53
億
2
千
万
円
内

訳
は
、
本
体
工
事
費
44
億
4
千
万

円
、
附
帯
工
事
費
約
5
億
5
千
万

円
（
設
計
、外
構
、解
体
費
等
を

含
む
）、
仮
庁
舎
改
修
費
と
引
っ

越
し
業
務
委
託
料
で
1
億
円
、
用

地
の
補
償
費
と
物
件
補
償
費
で

約
2
億
3
千
万
円
を
想
定
し
て

い
る
。

   

答 

財
政
課
長

⑵　

昨
年
の
12
月
頃
で
あ
る
。

   

答 

総
務
課
長

⑶　

現
在
の
法
規
制
で
は
、難
し
い
。

   
答 

市
長

⑷　

庁
舎
の
あ
り
方
は
、6
月
議

会
ま
で
に
そ
の
方
向
を
示
し
た
い
。

   

問 

　

民
間
委
託
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
に
つ
い
て
聞
く
。

⑴　

現
在
、
こ
れ
ま
で
に
民
間

委
託
し
て
き
た
事
業
は
。

⑵　

民
営
化
に
つ
い
て
の
考
え

方
は
。

   

答 

財
政
課
長

⑴　

小
・
中
学
校
の
給
食
調
理

業
務
、
庁
舎
等
清
掃
業
務
、
市

営
バ
ス
の
運
転
業
務
、
選
挙
の

と
き
の
期
日
前
投
票
所
の
投
票

事
務
、
確
定
申
告
会
場
の
受
け

付
け
等
業
務
、
市
営
火
葬
場
の

管
理
業
務
、市
広
報
等
の
配
達
・

運
搬
業
務
が
あ
る
。

   

答 

市
長

⑵　

専
門
性
を
持
っ
た
民
間
事

業
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
が
豊
富
に
あ

り
、
直
営
方
式
で
行
う
よ
り
、

サ
ー
ビ
ス
面
や
具
体
的
な
事
務

事
業
を
効
率
的
に
実
施
で
き
る

場
合
も
多
い
と
考
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
事
業

に
対
し
て
民
間
に
委
託
し
て
い

く
か
は
、
検
討
し
て
い
く
。

   

問 

　

職
員
の
労
働
環
境
に
つ
い
て

聞
く
。

⑴　

ど
の
課
が
一
番
残
業
が
多

い
の
か
。

⑵　

恒
常
的
に
残
業
が
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
る
部
署
は
あ
る

の
か
。

⑶　

休
職
者
は
ど
れ
ぐ
ら
い
い

る
の
か
。

⑷　

臨
時
職
員
の
人
数
は
。

   

答 

総
務
課
長

⑴　

部
署
を
特
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

⑵　

恒
常
的
に
忙
し
い
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
適
正
な
人
事
配
置

に
努
め
る
。

⑶　

現
在
、
休
職
者
は
1
名
で

あ
る
。

⑷　

人
数
は
250
名
で
あ
る
。
た

だ
し
、
常
時
250
名
が
勤
務
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

新
庁
舎
建
設
費
用
の
具
体
的
な

内
訳
想
定
金
額
は

今
後
の
民
間
委
託
業
務
は

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か

恒
常
的
な
残
業
が
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

総
額
は
53
億
2
千
万
円
を

想
定
し
て
い
る

ど
の
事
業
を
委
託
業
務
に

す
る
か
検
討
し
て
い
く

恒
常
的
に
忙
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る

適
正
な
人
事
配
置
に
努
め
る
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